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保感対第２７２号 

令和８年６月 10日 

 

医療機関管理者 様 

福岡市保健所長 田中 雅人 

（感染症対策課）     

 

海外渡航歴等のある患者の診療について（依頼） 

 

本市保健医療行政につきましては、日頃より格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

昨今、海外においてハンタウイルス感染症やエボラ出血熱が発生し、国内において

もダニ媒介感染症等が増加していることから、５月 25 日に福岡市感染症危機管理専

門委員会を開催し、旅行者を含め体調不良者が最初に訪れる医療機関の果たす役割の

重要性があらためて確認されたところです。 

これからの季節は、長期休暇等で海外旅行や自然と触れ合う機会が多くなりますの

で、感染症流行地域での活動、野生動物やその体液・糞尿等との接触、また蚊やダニ

媒介等による感染症が増加するおそれがあります。 

つきましては、各医療機関におかれまして、引き続き、様々な感染症の可能性を考

慮の上、「海外渡航歴」「野外活動の有無」「野生動物等との接触」「虫刺されの痕」

をご確認ください。感染症が疑われる場合は、下記福岡市保健所にご相談いただきま

すようお願いいたします。 

   

＜参考＞ 

【厚生労働省検疫所ＨＰ】※海外の感染症流行状況など 

https://www.forth.go.jp/index.html 

【厚生労働省ＨＰ】 

○ダニ媒介感染症 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html 

○蚊媒介感染症 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html 

○動物由来感染症 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekk

aku-kansenshou18/index.html 

 

  

 

 

【ご相談・情報提供先】 

福岡市保健所 感染症対策部 感染症対策課 

TEL 791-7081  FAX 406-5075 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html

